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要          旨 

〔趣旨〕 

喫煙問題について、三鷹市は平成19年より喫煙マナーアップで対応しています。実

施後数年が経過しても、路上喫煙率や吸い殻の本数は「若干減や1.12％」の言及以外、

特段有意な改善数値の公表はありません。今も市民より受動喫煙被害の意見を多数受

けており、顕著な改善は見られません。根本対策として実効性の高い、条例による過

料の根拠がなく、公衆道徳・モラルやマナーに訴える対応の限界が見えています。 

限界の事例として、兵庫県モニター調査「喫煙者が喫煙で気をつけること」におい

て、「人がいる場所で吸わない」、「了解を得てから」の回答は５割台、残りの喫煙者

は「本数を減らすだけ」や「気をつけない」という埋めがたい意識の差があります。 

さらに、三鷹市では分煙の明確な基準も設けておらず、公共施設や公共性のある飲

食店等民間施設、公園等で同じ空間内の場所（位置や席・エリア等）を分けた程度の

効果の皆無な「名ばかり分煙」がいまだ多く、受動喫煙を免れず、当然そこで働く従

業員も健康被害を免れません。喫煙者は自由に喫煙する権利は与えられていますが、

受動喫煙で他人を有毒物質にさらす権利はなく、故意でなくても健康被害を与えるこ

とは容認されません。全国のタクシーが禁煙化されたのも従業員の健康被害が理由で

す。 

各自治体では、ＦＣＴＣ（ＷＨＯたばこ規制枠組み条約）批准以降、条文にあるた

ばこの煙にさらされることからの保護を履行するための「受動喫煙防止ガイドライン

(2007.07第２回締約国会議採択）」により、国の法制化に先んじて条例と対策を進め

ています。なぜなら、受動喫煙から守るには自主規制では効果がないことが既に繰り

返し明らかにされており､有効であるためには、措置の根拠が必要とされるからです。 



こうした路上や屋内の喫煙を条例で規制している自治体は既に100以上あり、全面

禁煙の流れが急速に進んでいます。路上喫煙は、指定喫煙ポイントを除き市区内全域

での禁止、屋内も原則全面禁煙とする自治体が多く、23区の大半（平成22年度に拡大

した千代田区も含む）や町田市、横浜市や神奈川県等で条例と過料の運用効果もあり、

６～９割以上の削減や100分の１以下に路上喫煙や吸い殻の減少という顕著な改善が

見られます。厚生労働省も同ガイドラインにより平成22年２月「多数の者が利用する

公共的な空間では、原則全面禁煙」とする通知を出しています。 

よって、以上のような社会変化に対応できていない三鷹の現状は改善が必要であ

り、下記の条例化や対策等の実施による、路上喫煙と受動喫煙の対策強化を求めます。 

記 

１ 公園や公共施設と敷地、不特定多数が利用する施設と屋外及び路上等を含めた、

指定場所を除く市内全域の受動喫煙を防ぐ、受動喫煙防止条例を制定すること。 

２ 喫煙室や喫煙指定箇所の分煙は、排気設備つき完全密閉・隔離を要件とすること。 

３ 健康支援の禁煙治療や、施設完全分煙・禁煙化、禁煙表示を普及推進すること。 

４ 先進国並みのたばこ税率、外箱健康被害警告表示、広告禁止を国へ求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


